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【足立区地域包括ケアシステム推進会議】概要 

会 議 名 令和６年度 第 1回 足立区地域包括ケアシステム推進会議 

事 務 局 福祉部高齢者施策推進室地域包括ケア推進課 

開催年月日 令和６年６月７日（金） 

開 催 時 間 午後２時００分 ～ 午後４時００分 

開 催 場 所 足立区役所 中央館８階 特別会議室 

出 席 者 

酒井 雅男 会長 白川 泰之 副会長 山中 崇 副会長 

大口 達也 副会長 山本 亘 委員 賀川 幸英 委員 

久松 正美 委員 佐藤 浩史 委員 花田 豊實 委員 

鈴木 康大 委員 和田 庸右 委員 白井 良一 委員 

塩谷 総吾 委員 羽田 雅代 委員 廣島 高志 委員 

小島 直樹 委員 鈴木 勉 委員 小浦 梓 委員 

山ノ内 聖一 委員 谷 将之 委員 中村 輝夫 委員 

鈴木 由美子 委員 内藤 久子 委員 依田 保 委員 

千ヶ崎 嘉彦 委員 半貫 陽子 委員 田中 靖夫 委員 

日吉 理仁 委員 瀬崎 正人 委員 

欠 席 者 

粟田 主一 副会長 大竹 吉男 委員 内山 清 委員 

結城 宣博 委員 堀 崇樹 委員 馬場 優子 委員 

会 議 次 第 別紙のとおり 

資 料 

別紙のとおり 

そ の 他 
・次第 

・委員名簿 

・足立区地域包括ケアシステム推進会議資料 
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○神家満高齢計画調整担当係長 ただい

まから令和６年度第１回足立区地域包括

ケアシステム推進会議を開催いたします。 

 本日はお忙しい中ご出席を賜り、誠に

ありがとうございます。私は、本日司会

を務めます、高齢者地域包括ケア推進課

の神家満と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 今年度は委員の改選期となっておりま

す。皆様におかれましては、このたび委

員をお引き受けくださり、誠にありがと

うございます。本来であればここでお一

人ずつ委嘱状の交付とご挨拶を頂きたい

ところではございますが、お時間が限ら

れておりますので、大変恐縮ですが、机

上での配付及び委員名簿でのご紹介に代

えさせていただきます。何卒ご了承のほ

どよろしくお願いいたします。 

 また、この後福祉部長の千ヶ崎よりご

挨拶申し上げる予定でございましたが、

あいにく緊急の対応により本日遅れての

出席となりますので、割愛をさせていた

だきます。 

 それでは、議事に入る前に３点事務連

絡をさせていただきます。 

 まずは、机上にお配りしております資

料の確認です。資料の一番上、「席次表」

から順に、「次第」「委員名簿」、続いて

各種案件の資料となっております。なお、

本日の案件は議題６件、報告事項４件、

情報連絡事項３件となっております。会

議の途中で資料に不備、不足等、お気づ

きになりましたらお手数ですが事務局ま

でお声かけください。また、資料の最後

には３月に策定いたしました高齢者保健

福祉計画・第９期介護保険事業計画の概

要版も配布させていただいております。 

 

 続いて、２点目、会議の進行について

です。ここ数年、この会議にお諮りする

案件数が非常に多くなっております。会

議時間と案件数を考慮し、効率的な会議

の運営について検討した結果、議題及び

報告事項は事務局及び担当所管課からご

説明させていただき、質疑応答を行いま

す。情報連絡事項につきましては説明を

省略させていただき、最後に情報連絡事

項を含めて全体の質疑をお受けする形を

取らせていただきたいと思います。 

 最後になります。会議進行中のご発言

についてのお願いです。ご発言の際には、

お手数ですがお手元のマイクのスイッチ

を入れていただき、所属とお名前からお

願いいたします。終了後はマイクのスイ

ッチを忘れずにお切りください。なお、

本日はオンラインでご出席いただいてい

る委員もいらっしゃいます。音声が若干

聞き取りにくくなることもございますの

で、ご発言の際にはゆっくりはっきりと

お願いいたします。また、オンラインで

ご出席されている委員におかれましては、

会議進行中はマイクをミュートにしてい

ただき、発言の際には挙手アイコンをク

リック、指名された後、ミュートを解除

した上でご発言いただくようにお願いい

たします。 

 長くなりましたが、以上、事務連絡で

ございました。皆様からの活発なご意見、

ご質問を頂くため、ご協力よろしくお願

いいたします。 

 それでは、議事に入ります。本会議は、

足立区地域包括ケアシステム推進会議条

例第７条より、委員の過半数の出席によ

って成立することとなっております。現

在、出席者数は委員の過半数に達してい

るため、この会議が成立していることを
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ご報告いたします。また、この会議の会

議録は公開することとなっております。

記録の関係上、録音及び資料用の撮影を

させていただきますので、あらかじめご

了承ください。 

 では、次第２の会長・副会長の選出に

移ります。会長・副会長は、足立区地域包

括ケアシステム推進会議条例第６条によ

り、委員の互選によって定めると規定さ

れておりますが、いかがいたしましょう

か。 

○―― 事務局一任。 

○神家満高齢計画調整担当係長 ただい

ま事務局一任のお声を頂きましたので、

ご提案させていただきます。事務局案と

いたしましては、推進会議のこれまでの

経緯や継続性を踏まえ、会長には酒井委

員に、副会長には白川委員、山中委員、粟

田委員、大口委員にお願いしたいと考え

ておりますが、いかがでしょうか。 

○―― 異議なし。 

○神家満高齢計画調整担当係長 異議な

しということでご承認いただき、ありが

とうございます。それでは、酒井委員、恐

れ入りますが会長席におかけいただき、

正副会長を代表してご挨拶をお願いいた

します。 

○酒井会長 皆さんこんにちは。本日ご

推薦いただきまして地域包括ケアシステ

ム推進会議の会長ということで、ありが

とうございます。新年度になりまして、

新たな部会編成の下でスタートを切ると

いう大切なこの時期に会長ということで、

実を引き締めて会議を進めていきたいと

思います。皆様の活発なご意見を頂きな

がらより充実した推進会議にしていきた

いと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○神家満高齢計画調整担当係長 酒井会

長、ありがとうございました。副会長の

皆様におかれましても、引き続きどうぞ

よろしくお願いいたします。 

 それでは、この後の議事進行について

は、酒井会長、よろしくお願いいたしま

す。 

○酒井会長 ありがとうございます。そ

れでは、早速議事のほうに入らせていた

だきたいと思います。まず、本日の議題

につきましては、お手元の次第３のとお

りです。まずは、議題１の「足立区地域包

括ケアシステム推進会議の各部会構成及

び主な検討事項等について」、事務局の

ほうからご説明をお願いしたいと思いま

す。 

○半貫高齢者施策推進室長 高齢者施策

推進室長の半貫と申します。私、この４

月に着任いたしました。よろしくお願い

いたします。高齢者地域包括ケア推進課

長も行っておりますので、私のほうから

ご説明させていただきます。着座にて失

礼いたします。 

 では、議題１、資料の１ページを御覧

ください。足立区地域包括ケアシステム

推進会議の各部会構成及び主な検討事項

についてご説明させていただきます。足

立区地域包括ケアシステム推進会議条例

第８条に基づき、項番１にありますよう

に、三つの専門部会を設置いたします。

地域包括支援センター運営協議部会、認

知症施策推進部会、はつらつ高齢者部会

の三つになります。 

 各部会での主な検討事項につきまして

は、別紙１、２ページを御覧ください。そ

れぞれ部会ごとに主な検討事項を示させ

ていただいております。こちらの検討事

項につきまして、ご協議のほうよろしく
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お願いいたします。 

 それぞれの部会の開催の時期ですが、

右側、開催数（予定時期）とあります、２

回から３回の開催を予定しておりますの

で、部会員の方につきましてはよろしく

お願いいたします。 

 また、委員構成につきましては、次の

ページ、３ページ、別紙２を御覧くださ

い。足立区地域包括ケアシステム推進会

議各部会委員名簿、こちらが事務局の案

となります。ご承認いただけますようお

願いいたします。 

 以上で私からの説明は終わります。 

○酒井会長 ありがとうございます。今、

別紙１のほうに主な各部会の検討事項、

また開催数というものが出ています。こ

のそれぞれの各委員の構成含めて、皆様

に新部会の構成についてご承認を頂きた

いと思うのですが、ご意見等ありました

らいかがでしょうか。今の事務局からの

新部会編成につきまして、ご承認を頂け

ますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、ご承認を頂いたということ

で、部会のほうはスタートしていきたい

と思います。それでは、皆様方どうぞ新

部会でそれぞれの委員として担当してい

ただきたいと思います。 

 それでは、次にはつらつ高齢者部会に

関わる案件についてお願いしたいと思い

ます。議題２の「令和７年度介護予防事

業再構築に向けた事業見直しについて」、

議題３「「ぱく増し」事業の実施結果と今

後の方針について」、事務局から一括し

てご説明をお願いしたいと思います。 

○半貫高齢者施策推進室長 引き続いて、

半貫から説明をさせていただきます。資

料４ページ、議題２を御覧ください。令

和７年度介護予防事業再構築に向けた事

業の見直しについてになります。令和６

年度、介護保険料の改定を踏まえまして、

これまでの介護予防事業の課題を整理し、

より一層効率的かつ効果的な介護予防事

業を展開していくため、事業見直しを行

ってまいります。 

 これまでの介護予防事業に関します課

題につきましては、項番２にまとめさせ

ていただいております。 

 まず、一つ目として、事業参加者が定

員を満たしておらず、周知方法に工夫が

必要。また、二つ目として時間や場所、参

加回数等の制約を受けない形態での事業

構築が必要。三つ目として、主に前期高

齢者の方々ですが、介護予防に対する認

識ですとか必要性、こういったものが十

分に浸透していない。また、四つ目とし

て、参加者の方お一人お一人のその後の

継続的な取組状況が把握できておりませ

んので、事業効果の分析等が不十分であ

る。また、五つ目といたしまして、人件費

の負担が大きいなど、費用対効果の点か

ら拡大がなかなか見込めない事業、こう

いったものがあるのですが、そちらの精

査が不十分ということが課題としてあり

ます。 

 こういった課題を踏まえまして、今後

ですけれども、事業の一部廃止も含めた

見直しを行っていく予定でおります。 

 また、事業改廃によって生み出された

余剰予算を新たな取組のほうに転化して

いくということで、可能な限り現予算の

範囲内で事業の改善を目指していきたい

と考えております。 

 また、事業の改廃ですが、既存の事業

に参加していただいている方も大勢いら

っしゃいますので、その方々のフォロー

体制、こちらも含めて一体的に検討して
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いく考えでおります。 

 では、引き続きまして議題３、資料５

ページになります。「ぱく増し」事業の実

施結果と今後の方針についてになります。

令和５年の１月から開始しております６

５歳以上の方にたんぱく質を含む食事を

しっかり取って、体重、それから筋力の

維持、これらを目的にしました通称ぱく

増し事業の令和６年２月の月間のアンケ

ート結果についてご報告いたします。 

 １番に記載がありますように、オンラ

イン、それから専用はがき、それぞれ多

くの方に回答していただきまして、合計

で３，１７３名の方から回答いただきま

した。右側のグラフを御覧いただきます

と８０代、９０代でも、青い帯になりま

すが、オンラインで回答いただいた方も

いらっしゃいます。 

 アンケートの結果です。（２）の左側の

グラフを御覧ください。「ぱく増し事業

を知っていますか」という問に対して、

アンケートに答えていただいた方の中で

も「事業を知らない」という方が５０％

いらっしゃいました。 

 また、右側、たんぱく質の摂取頻度で

すが、「１日に１回位」が２５％、「週に

数回」という方が７％と、まだまだたん

ぱく質を取るということは習慣になって

いない方が多くいらっしゃるのが分かる

かと思います。 

 また、イのところにありますグラフで

すが、「たんぱく質を意識したことがな

かった」という方が５５３名いらっしゃ

ることも分かりました。 

 ６ページになります。これらのアンケ

ート結果から見ました課題ですが、高齢

期にたんぱく質が重要ということがあま

り知られていないということが改めて分

かったところです。 

 また、先ほども申し上げました、ぱく

増しの認知度がまだまだ知られていない。

アンケートに答えた方の５割の方しか知

っていないということで、まだ認知度に

ついては低いということが想像できます。 

 今後の方針です。今現在、啓発物品と

いたしまして、手ぬぐいを作成しており

ます。その手ぬぐいにはたんぱく質が重

要ということが分かるような絵柄が入っ

ているものになります。この手ぬぐいを

地域包括支援センターの実態把握訪問時、

こちらを中心に今配布をして啓発をして

いるところです。 

 また、普及啓発をさらに発展させ、効

果的にしていくために、関係職種と連携

いたしまして、この手ぬぐいを活用した

筋肉維持の運動、これらも併せて周知し

ていくなど、検討をしていきたいと考え

ております。 

 また、調理実演を実施するぱく増し栄

養講座、こちらに多くの方が参加できる

よう、地域包括支援センターの実態把握

訪問時、こちらを活用いたしまして、案

内するなどしてまいりたいと考えており

ます。 

 今ご説明いたしました二つの議題につ

きまして、はつらつ高齢者部会、こちら

へ付議をお願いしたいと考えております。

よろしくお願いいたします。 

○酒井会長 ご説明ありがとうございま

した。まず、議題の２のほうは、事業を再

構築していくのだということで、費用対

効果含めて新たな取組を今後検討してい

きたいという議題になっています。 

 また、議題３については、ぱく増しキ

ャンペーンの結果について報告を受けて

おります。 
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 この２点について、皆様のご意見をま

ずいただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

 私からよろしいでしょうか。議題２に

ついてなのですけれども、新年度の新し

い部会のスタートとして、見直しという

ところからスタートしてしまっているの

ですが、この見直しをして、その後どう

いうような現時点で事業というものを考

えているのか、また費用対効果を考える

という点においても、どういう観点で費

用対効果を考えるのか。 

 また、必要なものに関してはいわゆる

費用対効果を若干犠牲にしてでも進めな

くてはいけないというものもあるかと思

うのですけれども、そういったあたりを

はつらつ高齢者部会に付議するに当たっ

て事務局のほうで何らかの検討等がござ

いましたらお教えいただきたいと思うの

ですけれども。 

○河内介護予防・生活支援係長 介護予

防・生活支援係の河内と申します。こち

らから回答させていただきます。 

 まず、足立区の介護予防事業なのです

けれども、実施に対しましては基本的に

は区の施設を使っておりまして、そちら

で委託によって事業者で申込制で定員を

設けて何名までという形でこれまで実施

しておりました。なかなか施設の会場も

限られているものと、あと申込制という

ところになかなか手間を感じていらっし

ゃる高齢者もいたり、またやる気があっ

ても申込制で定員があるため定員で埋ま

ってしまって参加できない方もいる。そ

ういった現状がございました。 

 また、介護予防事業なのですけれども、

今様々な場所で幅広くやってはいるので

すが、そのため事業者に複数委託させて

いただいているところなのですけれども、

それぞれの参加者の効果を追う、本来は

参加していただいた方の効果を知るべき

ではあるのですけれども、報告いただく

方法も様々ばらばらに頂いている状態で

はあるので、本来であればそういった参

加者の効果分析も今後は必要と感じてお

ります。 

 そのため、そういったなかなか会場の

関係で参加者が増やせない事業であった

りですとか、また参加者の効果を測って

いくための仕組みというのを今後新しく

様々なデジタルですとか、そういった技

術を使いながら効果的に効果を測ってい

く必要があると考えております。具体的

には、会場はもう限られて参加者がこれ

以上増やせないという事業も幾つかあり

ますので、そういったところに関しては

見直しという対象にさせていただきつつ、

ただそちらに参加されている方にはその

施設と協力してフォローしながら、そち

らでかかっていた費用を本来やるべき効

果分析等に再構築に向けてそちらに費用

として充てていこうと考えているところ

でございます。 

 私からは以上です。 

○酒井会長 ありがとうございます。今

のお話からしますと、今後新たな取組を

構築していくと、実施していくという話

になりました。これははつらつ高齢者部

会のほうに付議して進めていくというこ

とでよろしいですね。 

○半貫高齢者施策推進室長 半貫のほう

から少し補足をさせていただきます。 

 会場が限られている、また時間帯もそ

ういう説明をさせていただきましたが、

ＩＣＴ、こちらをうまく活用して、利用

される方が場所も関係なく時間帯も気に
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せずできるような、そういった仕組みを

今考えているところです。 

○酒井会長 皆さんほかにいかがですか。

ご意見等、ご質問等あれば。 

○大口副会長 大口達也です。よろしく

お願いいたします。 

 今回の議題の３、ぱく増しの事業のア

ンケートの結果も、また事業を知ってい

ますかという形での現状の状況がすごく

よく明確に分かって、このアンケートは

恐らく次年度も実施したりすると、その

結果、私たちがどこまで周知できたのか、

またそれに対して意識したことがなかっ

たのかということ、下がり具合とかも含

めて、効果測定、先ほどの介護予防のと

ころでもありましたが、そこにも使える

ような話なのかなと思いました。 

 特に、オンラインでというところの割

合が商品を当てようというような欲もあ

った部分もあるとはいえど、これだけの

割合が出てくるということ、恐らくこれ

は情報連絡３のところの食べてフレイル

のやつとつながっている話だと思うので

すが、先ほど手ぬぐいという話があった

ところの中で、単純に手ぬぐいを配った

効果がどうなのかということもある中、

例えば手ぬぐいのデザインの中にＱＲコ

ードを入れてみて、そこから入ってくる

とか、オンラインを使ってここまで取れ

ているからにはそういうふうな、配った

もの、何かしたものとかにそういった、

先ほどＩＣＴの話もありましたけれども、

ちょっとこういったところができる兆し

があるところも使ってみる、そういった

ものを活用してみるというのも一つの手

なのかなと思ったところで、そういった

具体的な話も各部会で話し合えるかなと

思いつつ、ご意見として。ありがとうご

ざいました。 

○酒井会長 ありがとうございます。ほ

かいかがでしょうか。 

○山本委員 山本です。今、大口先生が

言ったように、このようにある程度栄養

の事業として行っているにもかかわらず、

多くの方たちが興味を持ってくれている

ということは、地域包括ケアのちょうど

宣伝をするにはとてもいい場所になって

いるのではないかなと思うのです。とい

うことは、区民啓発という面ではこうい

うところをより強くやれるための一つの

アクションができたならばこれをうまく

利用してもらいたいというのが私の意見

です。 

 以上です。 

○酒井会長 事務局から何か。 

○黒川高齢者医療施策推進担当係長 高

齢者医療施策推進担当、黒川です。貴重

なご意見ありがとうございます。今頂い

たご意見、オンラインのことも高齢期の

方でもかなり応募があったというところ

で、今後地域包括ケアシステムのＩＣＴ

の部分にもうまく連動させていければと

思います。ありがとうございます。 

○酒井会長 よろしいですね。それでは、

議題の２と議題３については後日はつら

つ高齢者部会のほうでいろいろと進めて

いっていただければと思います。 

 続いて、認知症施策推進部会に関わる

案件に入りたいと思います。議題の４「令

和６年度認知症月間の取組について」、

議題の５「令和６年度認知症検診事業に

ついて」、事務局のほうから一括してご

説明をお願いしたいと思います。 

○半貫高齢者施策推進室長 では、半貫

のほうからご説明をさせていただきます。

議題の４、資料の７ページになります。
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令和６年度認知症月間の取組についてで

す。認知症月間、９月になっております。

また、今年の９月におきましても普及啓

発等を行ってまいりたいと考えておりま

す。早いうちから認知症について正しく

知る、とても重要なことだと考えており

ます。 

 また、区の認知症の施策の取組、こち

らについても周知啓発していく、情報発

信していくということが必要だと考えて

おります。これらを目的に、今回ターゲ

ットを４０代から５０代の区民の方とし

て取組を実施してまいりたいと考えてお

ります。 

 区のほうで認知症のサポーター養成講

座というものを実施しているのですが、

企業、またスーパー、それから金融機関

もこの認知症サポーター養成講座を取組

の一環として講座の受講をしていただい

ております。この受講していただいたこ

ういった取組を紹介、ホームページなど

でＰＲをしたいと考えております。 

 また、大内病院認知症疾患医療センタ

ーのご協力で、認知症ＶＲ体験、こちら

を９月２１日、２２日、アリオ西新井の

ほうで実施する予定です。 

 また、多くの方に広く周知するために、

認知症に関するパネル展示も実施いたし

ます。９月２日から６日にかけては区役

所のアトリウム、また９月２１日、２２

日にはアリオ西新井のほうで行います。 

 また、この認知症の施策に関しますオ

ンラインのアンケートも実施する予定で

おります。 

 今後についてですが、認知症になって

も住み慣れた地域で暮らし続けられる共

生社会の実現のために、認知症サポータ

ーの要請を促進する必要があると考えて

おりますので、さらに認知症の方、また

その家族の方の困り事、ニーズ、そうい

ったものと認知症のサポーターの活動、

これをつなぐ仕組み、こちらも併せて検

討してまいりたいと考えております。 

 議題５、８ページになります。令和６

年度認知症検診事業についてです。令和

４年度から足立区医師会のご協力の下、

認知症の早期診断・早期対応を促進する

ことを目的に、認知症の検診を実施して

おります。令和６年度も対象者を７０歳、

今年度７０歳を迎える方を対象に実施を

いたします。 

 検診の内容ですが、集団検診、それか

ら個別検診と行う予定でおります。集団

検診につきましては、７月１３日、それ

から１４日、土日に実施いたします。区

役所の庁舎ホールで行います。 

 募集の人員、昨年度、令和５年度は２

００人でしたが、医師会のご協力の下、

今回定員を増やしまして、２５０人の募

集をいたします。 

 また、個別検診につきましてはもう既

に始まっておりますが、５月１５日から

８月３１日まで、区内指定医療機関４９

か所で行ってまいります。 

 参考に、令和４年度、５年度の受診者

数等の記載がありますので、ご確認いた

だければと思います。 

 ９ページになります。検診後の支援、

足立区では伴走支援と呼んでおりますが、

伴走支援制度についてです。いずれの検

診において認知機能低下ありと判定され

た方に対しまして、看護師による認知症

への備えと理解の促進ということで、在

宅生活を継続するための支援を実施いた

します。こちらは令和６年６月から最長

６か月間行います。 
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 今後についてですが、認知症検診推進

事業は、より早くご本人や家族が変化に

気づき、また適切な医療に結びつくよう、

軽度認知障害にも対応できる新たな仕組

みを活用し、医療の必要がある人を確実

に専門医療機関につなげる検診体制を検

討してまいりたいと考えております。 

 議題４、それから５につきまして、認

知症施策推進部会への付議をお願いした

いと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○酒井会長 ありがとうございます。今

ご説明のありました議題の４と５につい

て、皆様のご意見を頂きたいと思います。

お願いいたします。 

○白川副会長 日本大学の白川でござい

ます。議題の４の認知症月間についてで

す。まず、対象者が４０代から５０代と

いうことで、若めの早めの設定というか、

そういう形になっておりますので、例え

ばこの中でＶＲとかはその場に行かない

といけないという制約があると思うので

すが、例えばパネル展示であったりとか

リーフレットとか、こういうものについ

ては、それこそ先ほどお話のありました

ＩＣＴではないですけれども、少し動画

的なものを使ってみるとか、終わりのほ

うにちょっとクイズ的なものを入れて自

分でもう一回確認してみるとか、そうい

うちょっとチャンネルを増やしてみると

いうやり方も一つあるのかなと感じまし

た。これが１点目でございます。 

 ２点目として、チームオレンジという

ことでございますけれども、具体的にど

の程度のことを認知症サポーターに期待

されているのかなというところをお聞か

せいただければと思います。私自身も認

知症サポーター講座を立場が代わる度に

受けて、３回ぐらい受けているのですけ

れども、いざ認知症の方とか家族の方に

こういうことで困っているのだけれども

と言われても対応できるほどの内容を習

得できていると申し上げる自信がないも

のですから、このあたりどの程度のマッ

チング、あるいはどの程度のことを期待

されているのかというところ、ちょっと

現時点のアイデアで結構ですので、お願

いいたします。 

○佃認知症施策推進係長 ありがとうご

ざいます。認知症施策推進係の佃と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

 まず、最初のご質問に対してなのです

けれども、４０代から５０代、若めの方

へのよりアプローチということで、先生

のご助言ありがとうございます。昨年度

も割と４０代、５０代、早めに気づいて

いただきたいということをコンセプトに

ここ数年やっておりまして、昨年デジタ

ルのアンケートをやったところ、実は４

０代、５０代の方が半数お答えいただき

ました。ですので、昨年やった方法とし

てよかったと思うのは、かなりＳＮＳの

発信を繰り返しやったりしたのですけれ

ども、お昼休みに見てもらおうとか、そ

ういったところを意図してやりましたの

で、そのあたりをまた今年もやって、昨

年度との比較などもできるといいと考え

ています。 

 動画については昨年は準備していたの

ですけれども、こちらのほうにつきまし

ては、内容を今進めているところもござ

いますので、どこまでできるかというと

ころはございますが、すみません、また

部会等で進捗を報告させていただきたい

と思います。 

 ２点目のチームオレンジについてなの
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ですけれども、サポーターに期待するこ

とというところでは、実は現時点で係で

もどんなことをやっていただこうかとい

うのをまとめ切れていない状況ではあり

ます。ただ、今まで認知症サポーター養

成講座が終わった後、やはりどういうふ

うに声をかけたらいいのか分からないと

いうお声もあって、令和４年から声かけ

訓練というものを実施しまして、今年度

から各包括でも１回以上実施していただ

くという仕様にしています。なので、声

かけ訓練の評価もしなければいけないと

係としては認識しておりますので、その

評価もしつつ、ただ認知症サポーターは

特別なことをする人ではなく、見守った

り応援する人、その上でできることをや

っていただく人というのがサポーターの

考え方でキャラバン・メイト協議会が示

しておりますので、そのあたりの基本に

のっとって足立区でどのような役割を取

っていただこうかというところを部会の

ほうでまたご意見を頂きながらまとめて

いければと係としては考えております。 

 以上でございます。 

○酒井会長 いかがですか。いいですか。 

 ほかいかがでしょうか。 

○中村委員 友愛クラブの中村です。認

知症の件で、私もクラブのほうで認知症

講座をやるけれども、そこで聞きっぱな

しで終わり。何人かはその上のフォロー

アップまで行ったのですけれども、それ

が実践されない。なぜか。地域の人たち

の意識が変わらないと駄目なのです。私

のクラブの役員の中に認知症の人がいま

した。初期認知症です。そうしたら、役員

につるし上げられてしまったのです。何

で認知症の人を出すのだと。だけれども、

お知らせを出して、ちゃんと見て、来る

のが大事なのであって、発言しろとかど

うしろとか言っているわけではないので

す。にこにこ笑って話を聞いて、終わる

とちゃんと帰るのです。だから、役員自

体でさえそうなのだから、普通の人はな

かなかそこまでいきませんよ。 

 ということを考えると、もっと地域の

人にあれするためにも、４０代、５０代

では遅いのではないですか。私個人の意

見としては、もう高校あたりから認知症

サポーター講座をやったほうがいいよう

な気がしてならないのですけれども。 

 以上でございます。 

○佃認知症施策推進係長 認知症施策推

進係、佃でございます。本当にありがと

うございます。現状としましては、小学

校、中学校、高校、全校とまではいきませ

んが、包括の働きかけによって毎年地域

を巻き込んで、地域の自治会の方に高齢

者役をやっていただいて、声かけ訓練ま

でやっていただいている中学校も実はご

ざいます。 

 ただ、それの広がりというところが課

題だと思っておりますので、チームオレ

ンジに向けてそのあたりのイメージづく

りと言いますか、進め方についても体制

を整えていきたいと思います。ありがと

うございます。 

○酒井会長 私から。議題４のところに

認知症ＶＲ体験とあるのですけれども、

具体的にどのような感じのものなのかち

ょっとご説明いただければと思うのです

が。 

○佃認知症施策推進係長 ありがとうご

ざいます。実は昨年も認知症月間でやっ

たものでして、朝日新聞社のほうでＶＲ

体験という、こういうアイマスクみたい

なものをかけまして、１５分ぐらい体験
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できるコンテンツがございます。認知症

の方のものの見え方を体験できるツール

になっております。実際にバスに乗った

とき、乗り物に乗ったときにどう見える

かとか、階段を下りたときにどう見える

かという体験ができる内容になっていま

す。 

○酒井会長 ありがとうございます。私、

その話を今聞いて、たしかＶＲ体験とい

うのは結構めまいがするというイメージ

があって、例えば認知症の方はこう見え

ますよというのをＶＲでなくても、動画

で何らかの形でこう見えるというのは表

現できるかと思うのですけれども、そう

いったものを何らかの形で映像化して、

ＶＲに限らず、もっと広く見ていただけ

るような工夫ができないかなと思うので

すが、そういった点は検討可能なところ

でしょうか。 

○佃認知症施策推進係長 すみません、

世の中にそういうものがあるかどうかを

もう一回リサーチをしてみて、活用でき

るものがあれば普及啓発に活用していく

ということで、今回の９月に間に合うか

どうかは分からないのですけれども、今

後に向けて調査と言いますか、リサーチ

していきたいと思います。 

○酒井会長 今、私、映像と言ってしま

ったのですけれども、認知症になるとど

ういうふうに見えるのかというあたりを

やはり認知症でない人は分からない。そ

ういったあたりを、言葉でもいいのです

けれども、こういうふうに見えるのだと

いうことをもっと広報していっていただ

ければ、そういった認知症のサポートも

しやすくなっていくのかなと思いますの

で、お願いしたいと思います。 

 いかがでしょうか。 

○大口副会長 大口です。この議題４に

ついて今お話がいろいろとありました。

二つなのですが、私自身も毎日ＶＲを使

ったりして、いろいろとやったりする立

場なので、ＶＲということを進める理由

はすごくよく分かります。確かに、いろ

いろと経験すると一人称みたいな形で、

自分だったらみたいな見え方がするので、

当事者のような形の見方ができるなと。 

 そのＶＲの話もあるのですが、サポー

ター養成講座を幾つか行われている中で、

つまり養成講座の取組紹介はありますけ

れども、養成講座の中でも９月にこうい

うことがありますよということを紹介し

てもらうみたいな。というのは、養成講

座は養成講座として受けているわけです

けれども、ＶＲとかそういった形で体験

するものとまた別の学びがあったりする

わけだと思うので、先ほどフォローアッ

プがという話があった中で、「養成講座

終わりました。」「実は９月にアリオでこ

ういうことがあったりするので…。」と

いうことをつなぐような流れをつくるの

もありなのかなと。同じようなことを部

会で検討したりして、普及啓発のリーフ

レットの置き場所はどこが一番４０代、

５０代、私たちぐらいに目立つのかみた

いなところで、例えばほかの市町村です

と図書館の入り口ではなくて、図書館の

介護のところにあえて置くだとか、薬局

さんの介護用品の場所に置くとかという

形で、ちゃんとああいった場所の組織だ

けではなくて、どこに置くというところ

までちゃんと確認してということとかも

聞いたことがあったりするので、そうい

ったところも部会の中でも議論されるの

かなと思います。ありがとうございます。 

○佃認知症施策推進係長 貴重なご意見
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をありがとうございます。参考にさせて

いただきたいと思います。 

○鈴木委員 薬剤師会の鈴木と申します。

先ほどからの議題４のつながりなのです

けれども、例えば区民健康まつりであっ

たりとか、あとＡ－Ｆｅｓｔａであった

りとか、先ほど薬局に置いておくとか、

そういうのもありますけれども、予算と

かもそんなにかかるか分からないのです

けれども、例えば我々薬剤師会であれば

言われればチラシを置けますし、Ａ－Ｆ

ｅｓｔａとか区民健康まつりでスペース

があまり簡単に空いているとは思えない

のですけれども、でもそういうところで

もちょっとずつ、このＶＲなんていうの

は結構若い人なんか好きそうではないで

すか。Ａ－Ｆｅｓｔａとか、ああいう比

較的若い人たちが集まる場で、置けるか

どうか、大内病院さんの協力とか書いて

ありますから、病院さんの協力なくして

はできないものなので簡単には言えない

と思うのですけれども、結構若い人が対

象であればそういうところも利用してい

ただくと、私自身もやってみたいなと思

いますし、面白そうなのでぜひそんな形

の方向でも検討していただけるとよいと

思って意見させていただきました。 

○佃認知症施策推進係長 ありがとうご

ざいます。薬剤師会の皆様のみならず、

医師会の皆様、歯科医師会の皆様に毎年

月間について、チラシ、リーフレットの

配架にご協力いただいており、ありがと

うございます。今年度もまたお願いした

いと思いますし、今のご意見、月間に限

らず、どんなところでＰＲができるのか

というところをまた整理していきたいと

思います。ありがとうございます。 

○酒井会長 ありがとうございます。 

○白川副会長 すみません、一委員で、

内容がどこまで言っていいのか分からな

かったのでちょっと悩みますが、中村委

員から先ほどもっと若い人にやったほう

がいいのではないかという意見があって、

そうだなと思っていて、足立区には５個

の大学があって、５個の大学の学生たち

もボランティアを求めているところもあ

って、そういうところと一緒に協働的に

講座を開いたりして、それでボランティ

アを食わせてあげるというのも一つの手

なのかなと思っています。 

 それだけではなくても、足立区にいる

学生さんたちもボランティアを求めてい

るのではないかなと思っていますので、

もう少し大きく窓口を開いてあげて、若

い人たちに出てもらえる。４０代、５０

代は勤めてしまっているから逆にすごく

出づらくて、そこのほうが逆に難しいの

ではないかな。逆に言ったら、広げたけ

ればもう少し学生たちを活用してあげる

といいのかなと思ってこういう意見を言

わせていただきました。ありがとうござ

います。一意見です。 

○佃認知症施策推進係長 ありがとうご

ざいます。先ほど答えがちょっと漏れて

しまいましたが、帝京科学大学様とは毎

年認知症サポーター養成講座と声かけ訓

練をやっておりますが、先ほど先生に言

っていただいたとおり、ほかの大学との

連携なども課題だと改めて思いました。

ありがとうございます。 

○久松委員 認知症部会を担当していた

ものですから、皆さんからいろいろな意

見が出されてとてもうれしいとまず一つ

思いますけれども、１６年前ぐらいから

物忘れ相談というのが始まっていて、そ

れは大体平均年齢が７０代後半から８０
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代、明らかに認知症があったという人が

来られて、家族で介護が難しいから何と

かしてくださいとかというのが多いので

す。そこではあまり初期の段階の方は引

っかかりにくいのです。ただ、そうはい

ってもその中には自分が認知症になった

らどうしたらいいのでしょうかみたいな、

認知症に対する認識を高める、知るため

に物忘れ相談に乗る方もいらっしゃいま

す。これは１６年間やってきたいい成果

ではあるかなと思うし、それから２年前

から始まった認知症検診、これは集団検

診をシアター１０１０でやって、そうす

ると７０歳の方が集まってくるわけなの

ですけれども、これは区の広報を聞いて

みんなが集まってくるわけです。だから、

認知症のキャンペーンとしてはとても広

報効果があったのではないかなと。 

 ７０代ですので、そこの中で認知症が

見つかるのはほとんど少なくて、数人あ

る方が怪しいなというようなところです。

だから、こういうような重層的な認知症

の対応というものをずっとやっていかな

くてはいけないのかなと思っています。 

 それから、中村委員がおっしゃったよ

うな、やはり若い人にもうちょっと認知

症を認識してほしいということは確かだ

と思います。医師会でも、教材の中にが

ん教育とかいろいろあるのです。そうい

う中で、やはり認知症もその教育の中の

一つとして入れるということはとても大

事だと思うのです。小中学生が自分のお

じいちゃん、おばあちゃんが何かおかし

いなというのに気づきがあって、孫から

言われれば、孫が言ったのだから病院に

行ってみようかなというようなアプロー

チということも大事だし、そういう形で

区民にずっと広がってもらえればいいか

なと思います。 

 それから、４０代、５０代の方という

ことになりますけれども、この前、日経

には出ていましたけれども、ＩＣＴを使

うと。スマホを使って認知機能をテスト

するというのがありますので、そういう

ことも取り入れてやっていけば、４０代、

５０代の方が若年性の認知症を発症した

ときに早めに対応ができるかなと思いま

す。特異度が９０％以上という東京医科

歯科大学を出た朝田先生という方がつく

られたようなものがあるのです。そうい

うものを認知症の部門で使えればとても

有効的なものになるのではないかなと思

っています。 

 以上です。 

○酒井会長 ありがとうございます。 

○佃認知症施策推進係長 久松先生、あ

りがとうございます。本日たくさん意見

をいただきましたので、また部会のほう

で整理させていただきたいと思います。 

○酒井会長 ありがとうございます。そ

れでは、議題４と５につきましては、認

知症施策推進部会のほうに議論を進めて

いただきたいと思います。 

 続きまして、議題６の「令和６年度地

域包括支援センターの業務委託評価の実

施について」、これについて事務局のほ

うからご説明をお願いしたいと思います。 

○半貫高齢者施策推進室長 では、半貫

からご説明させていただきます。資料１

０ページになります。令和６年度地域包

括支援センターの業務評価の実施につい

てです。今年度も地域包括支援センター

の業務委託評価を実施いたします。ホウ

カツが地域包括ケアシステムの中核的役

割を担い、地域において求められる機能

を十分に発揮するため、人員体制、それ
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から業務の状況、こういったものを定期

的に把握、評価してまいります。その結

果を踏まえまして、区及び受託者、ホウ

カツが事業の質の向上のために必要な改

善を図っていく。ＰＤＣＡを回していく

ことを目的としております。 

 実施の方法ですが、次のページ、別紙

を御覧ください。１１ページになります。

今申し上げたＰＤＣＡを回して評価、改

善して、また新たな事業計画を立てて実

行していっていただくような形になって

おります。 

 右下のＣｈｅｃｋのところ、③評価者

ですが、この評価のときに運営協議部会

の会員の５名の方、大口先生をはじめ、

足立区友愛クラブ連合会、足立区民生・

児童委員協議会、足立区町会・自治会連

合会の方々も評価者となっていただきま

して、評価をしていただきますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 評価した結果につきましては、地域包

括支援センターの運営協議部会のほうで

審議をいたします。評価結果等につきま

してはホームページ等にも掲載いたしま

して、区民の方にも公表してまいります。 

 こちらの議題６につきまして、地域包

括支援センター運営協議部会へ付議をお

願いしたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

○酒井会長 ありがとうございます。議

題６について、皆様のご意見、お願いし

たいと思います。 

○賀川委員 医師会の賀川です。お世話

になっています。ここ２年、大口先生の

下で運協に出席させていただきました。

最初はいろいろ分かりませんでしたけれ

ども、委託評価が大体９割方と言います

か、ほぼ全部の２５か所良好でございま

して、恐らく今年度もそうなるのではな

いかなと私個人的に推測していますけれ

ども。やはりホウカツのそれぞれの１０

名の人たちは非常に我々には分からない

ようなつらさと言いますか、非常に多忙

な中で独り暮らし、二人生活の中、しか

も団地が多いものですから、そこの場所

によっては非常に大変ご苦労されている

と思うのです。そういう方が例えば病院

に入院したりしますと、病院は事務方と

ホウカツの方と、もちろん電話のやり取

りとかさせていただいていますけれども、

そういう中でもお互いに困っているよう

なことがございますので、その医療機関、

あるいは病院とホウカツのもっと関わり

を、連携を強くするために、個別にでも

いいですし、カウンセリングをさせてい

ただきたいと考えております。そういっ

たところの意見を述べさせていただきま

した。 

○酒井会長 ありがとうございます。こ

の点について議論はありますか。 

 ご意見ということで。 

○半貫高齢者施策推進室長 大変貴重な

ご意見として承ります。 

○大口副会長 大口です。こちらの部会

の委員長をさせていただいております。

ホウカツの評価については、先般からこ

ちらのほうでも……させていただいてい

るところになります。今賀川委員よりお

話があったとおり、実際の包括の業務が

しっかり行われているかという評価だけ

ではなく、どれぐらい、どんな状況が今

起きていて、また職員の方がどんな形で

今働いていらっしゃるのかといった、そ

ういったところも定点的にちゃんと確認

するようなものになっているところです。

ですので、私たちが関わる意図としては、
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やはり評価という形で業務がちゃんと成

功しているかということもしかりではあ

るのですが、しっかり職員の方々が生き

生きと仕事ができるような状況になって

いるかどうかといったことや、また制度

改正など、地域でもいろいろなことが起

きているということがあるわけなので、

そういったことを早期に発見したりとか、

何かそれに備えた対策を立てられないか。

例えば、認知度を上げなくてはいけない

のではないかとかという話とかも過去の

ホウカツの評価で出できた中で、今地域

包括支援センターというよりもホウカツ

という片仮名言葉が浸透してきているの

で、その流れだったりする部分もあり、

そういったものを早期に発見したりして

対策立てていくような、そういった意味

合いも出てきているのではないかなと考

えております。 

 国のほうでは、全国一律でやっている

評価指標というものを今年度また新しい

ものを出すという形で出てくる予定はあ

りますが、ただその中の指標がどんなも

のがあるかということはもう既にある程

度は出ていたりとか把握していますけれ

ども、今回の足立区の概要のところ等、

おおよそ網羅している部分もあり、また

そういった新しい視点とかそういうもの

は運営協議部会のほうで議論をしていく

必要があるので、そういった意味合いも

含めて進行していくことができればと思

っております。 

 すみません、ちょっと意見というかそ

んな感じです。 

○酒井会長 ありがとうございます。ほ

かよろしいでしょうか。 

○小島委員 足立区高齢者福祉施設連絡

協議会の小島です。この事業評価を通じ

て全体的なレベルアップが図れれば一番

いいなと思うのですけれども、例えば評

価がすごく高いところの取組は２５ホウ

カツの中で情報共有されるような仕組み

とかはあるのですか。 

○坪井地域包括支援センター係長 地域

包括支援センター担当の坪井のほうから

お答えいたします。よろしくお願いしま

す。結論から申し上げますと、年４回の

センター長会で情報共有をしております。

次回は８月で、令和５年度業務委託評価

の結果、上位のホウカツの一つから取組

事例の説明時間を設けておりますので、

そのときに情報共有をします。 

 以上です。 

○酒井会長 いかがですか。よろしいで

すか。 

○小島委員 結構です。 

○酒井会長 それでは、議題６について

は地域包括支援センター運営協議部会の

ほうに付議をさせていただいて、審議、

検討等を進めていっていただければと思

います。よろしくお願いします。 

 それでは、次第４の報告事項に入りた

いと思います。まずは事務局のほうから

一括して説明のほうをお願いしたいと思

います。 

○瀬崎医療介護連携課長 医療介護連携

課、瀬崎でございます。本年度もどうぞ

よろしくお願いいたします。私のほうか

らは、１２ページ目でございます。報告

事項１「令和６年度医療介護連携推進事

業の実施について」ということでござい

ます。 

 こちらの事業の目的につきましては、

１番、医療と介護が必要になっても、住

み慣れた自宅や地域で自分らしい暮らし

ができるよう、医療介護の一体的な提供
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体制の充実を図るということを目的とし

ております。 

 ２番の多職種連携研修会、これは平成

２７年度から取り組んでいますけれども、

足立区内を五つのブロックに分けまして、

各委員の皆様方の構成団体の方々にお声

かけしながら、各ブロックでの多職種連

携研修を行っております。既に千住地域

は５月１７日に帝京科学大学のほうで医

療福祉学科長を講師にしましてグループ

ワーク等に取り組んでいるところでござ

います。年間を通じてやっていきたいと

考えております。 

 また、１２月には全体交流会を予定し

ております。 

 次に、（２）のメディカルケアステーシ

ョン、これは医療介護従事者の情報連携

ツールというところで、非公開型のＳＮ

Ｓになっています。こちらの登録状況に

つきましては１３ページ目にございます。

昨年１年間かけまして区内の事業所が２

００事業所増えまして、８００近い事業

所に登録していただいている状況でござ

います。今までは研修会のご案内という

情報ツールだったのですけれども、今年

度からは実際患者グループに使われてい

ます、訪問看護事業者の皆様、訪問介護

の皆様方を講師に、各ブロックで活用の

勉強会をやろうというところで今検討し

ているところでございます。 

 また、ランチミーティングも昨年プレ

で始めまして、今年度から各ブロックで

午後１時から２時の間の約３０分間ぐら

い、各グループ、世話人会を中心にラン

チミーティングを公開型でやっていると

ころでございます。 

 また、スキルアップ研修会、３番でご

ざいますけれども、昨年までは年１回だ

ったのですが、今年度は７月と２月の年

２回、とりわけ７月につきましては薬剤

師会様のご協力も得ながら、服薬支援で

すとか、あとは慢性腎臓病のお話だとか

というところを皆さんで勉強していきた

いと考えているところでございます。 

 続きまして、１４ページ目、新たな取

組で、入退院支援相談員交流会というこ

とで、足立区内に地域包括ケア病棟を持

っている病院が１８施設、精神科病棟を

持っている施設が６施設ございます。地

域包括ケア病棟と言いますのは、在宅療

養を支援しているですとか、あとは急性

期に退院された後、また入院が必要にな

る際に受け入れている病棟があるのです

けれども、そちらのメディカルソーシャ

ルワーカーさんですとか退院を担当して

いる看護師さんに声かけしながら、まず

は顔の見える関係というところで４月に

やっております。年間４回ぐらい交流会

をやっていきたいなと思っています。 

 また、５番にありますけれども、年明

けには江北にすこやかプラザあだちがで

きますので、そこを拠点にまた事業を本

格実施したいと考えているところでござ

います。 

 以上が報告１でございます。 

○半貫高齢者施策推進室長 続いて、半

貫のほうからご報告をさせていただきま

す。まず、報告２、資料１５ページになり

ます。令和６年度高齢社体力測定会イベ

ント開催の実施についてになります。こ

れまでも高齢者の体力測定会、高齢者の

方々がご自身の運動機能の状態を知る機

会としまして実施をしてまいりました。

ただ、これまでは区が設けた会場で申込

みをしていただいて、申込みをされた方

を待つという、そういった形で実施して



17 

 

きておりましたので、なかなか参加者数

が伸びず、７００人という目標を立てて

いたのですが、結果５８８人というよう

な形で、目標をなかなか達成できないと

いうような状況が続いておりました。こ

ういったこともありまして、令和６年度、

今年度は高齢者の方が多数集まる事業に

直接こちらから出向きまして、連携をし

て実施をしてまいりたいと考えていると

ころです。 

 ２のところに実施予定の事業が掲載さ

れております。一つ目として、シルバー

人材センターのほうで全体会がございま

す。また、二つ目、友愛クラブ連合会、こ

ちらのブロック活動、こちらにお邪魔さ

せていただく予定でおります。また、三

つ目として、区内浴場組合が主催してお

ります高齢者向けのイベント、年４回ご

ざいますが、そちらにもお邪魔する予定

です。また、９月の認知症月間のイベン

ト、そして１１月１１日、介護の日の介

護事業所主催の高齢者向けのイベント、

こちらにも一緒に協力しながらやらせて

いただきたいと考えております。各事業

の開催時間に合わせて、また開始前にや

るのか終わった後の終了後にやるのかな

どはこれから調整させていただく予定で

おります。もう既に各団体とはご内諾を

頂いておりますが、今後調整をさせてい

ただきながら実施に向けて準備を進めて

まいりたいと思います。３月の地域包括

ケアシステム推進会議には実績をご報告

させていただく予定です。 

 続きまして、報告３、資料１６ページ

になります。高齢者配食サービス支援事

業についてです。今年度、１０月から高

齢者への食支援ということで、食を支援

することで健康を支え、フレイル予防、

介護予防を推進するということで、実施

をしていく予定でおります。区内にお住

まいの６５歳以上の方で日常の食生活に

困難を窮している方、また一時的に困難

を窮している、入院をしていて退院して

きたのですけれども調理ができない、そ

ういった方もサービスの対象にしたいと

考えております。配食事業者さんが区内

におります。その方々のご協力を得まし

て、１食当たり３００円の助成をする予

定で考えております。ですので、利用さ

れる区民の方はお弁当代の定価から３０

０円を引いた金額をご負担していただく、

そういう仕組みになっております。今、

１０月開始に向けて準備を進めていると

ころです。 

 続きまして、報告４、資料１７ページ

になります。地域包括支援センター千住

本町の契約解除及び受託者変更について

でございます。今、地域包括支援センタ

ー千住本町につきましては、１番に記載

の医療法人社団寿英会、こちらが受託を

していただいております。今年の４月９

日に寿英会の担当の方がお見えになりま

して、開院しております内田病院が老朽

化で耐震強度が不足していると、また建

て替えも考えられたようなのですが、移

転も含めて難しいという判断をされまし

て、令和６年７月３１日付で内田病院を

閉院する。それに伴いまして法人自体も

解散する。ですので、この包括の受託契

約を解除したい、そういった旨の申出が

ございました。 

 急を要する事案ですので、本来であれ

ば包括決定にはプロポーザル等を行いま

して法人を選定する必要があるのですが、

８月に間に合わせなければいけないとい

うことで、今回法人を決定するに当たり、
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業務委託評価が上位５か所の法人へ引継

ぎにつきまして打診をいたしましたとこ

ろ、１法人から申込みがございました。

その法人とヒアリングをいたしまして、

事業の実施が可能と判断いたしましたの

で、年度の途中の契約ではありますが、

８月１日から実施をしていただく予定で

おります。 

 ４番に記載の社会福祉法人東京蒼生会、

こちらが８月からの受託者になります。

本来であれば年度での更新になるところ

なのですが、人材の確保の観点、また地

域の住民の方への影響も考えまして、一

定期間の安定した運営ができるよう、契

約期間を令和６年８月１日から令和８年

３月３１日までの１年８か月として契約

を結ばせていただきます。 

 包括千住本町の場所ですけれども、こ

れまでと同じ千住三丁目のところに包括

を構えていただく予定となっております。 

 １８ページを御覧ください。人材確保

なのですけれども、地域住民の方への影

響を考慮しまして、現在の千住本町の包

括の職員の方数名が新たな法人のほうに

勤務先を変更する予定であると伺ってお

ります。 

 今後の方針に記載がありますとおり、

損害賠償といたしまして、契約締結後の

受託者側からの一方的な契約解除であり

ますので、委託の仕様書に基づきまして

損害賠償を請求する方向で考えていると

ころです。 

 報告は以上です。 

○酒井会長 ありがとうございます。 

それでは、報告事項、今４題受けたので

すけれども、この報告事項につきまして、

ご意見、ご質問等頂きたいと思います。

報告事項何番と言っていただけるとあり

がたいです。 

○廣島委員 廣島です。よろしくお願い

いたします。報告事項２番のところで、

体力測定のところなのですけれども、前

回の目標が７００人に対して結果が５８

８人ということで、今回やり方のほうを

変えていくということなのですけれども、

実際にその場合目標の数値とかは変更が

あるかというのをお伺いしたいのと、今

回やり方等も変えるので、私の所感とし

てはもし７００人というのであれば目標

は超えるのかなとは感じているのと、あ

と先日事前資料の中ではつらつ高齢者部

会の報告資料を拝見したときに、屋外活

動の体操教室でしたっけ、そのところが

参加人数がほかの活動に比べると桁が違

っていたものでしたので、そういったと

ころのほうにも活動を伸ばしていければ

より参加者が増えていくのではないのか

なと感じました。 

 以上です。 

○酒井会長 ありがとうございます。こ

の点、事務局いかがですか。 

○河内介護予防・生活支援係長 では、

介護予防、河内が回答させていただきま

す。まず、新しいやり方に関しての目標

数値とその実施方法についてなのですけ

れども、まず今現在の７００人というの

は区の施設で受付しているだけのときの

数値の目標でしたが、今回様々な団体様

と連携させていただくことで、申込み受

付だけでない新たな参加者さんを獲得し

ていくため、目標数値としては１，２０

０名を目指しております。今後のスケジ

ュール、連携先の団体様１か所につきお

おむね３０名程度は見込んでいるところ

ではあるのですけれども、それが回数を

重ねるとこちらだけでも約４００名近く
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は入るかなと思っております。 

 ただ、今やっている測定項目は少し時

間がかかる内容、数になっているので、

イベント型ということで縮小した数でス

ムーズに参加していただくような実施方

法を考えております。 

 また、もう一点ありました屋外活動に

ついてなのですけれども、こちらは公園

や広場を使ったパークで筋トレという事

業がございます。執行委員で別の部署で

実施していただいているのですが、確か

にそちらにはたくさんの参加者が集まっ

ていますので、そういったところへの参

加周知のチラシを配布したりですとか、

そういった連携は今までもしているので

すが、今後も積極的に、可能であればそ

の場で測定ができるような測定方法も今

後は検討していかなければいけないかと

は思うのですが、積極的に連携していき

たいと考えております。 

 以上です。 

○酒井会長 ありがとうございます。い

かがですか、今の事務局の回答で。 

○廣島委員 ありがとうございます。大

丈夫です。 

○酒井会長 ほかいかがでしょうか。 

○白井委員 足立区サービス事業者連絡

協議会の白井と申します。今年度からよ

ろしくお願いいたします。まず、報告３

のほうなのですが、配食サービスと言わ

れるもの、助成が利くということなので

すけれども、対象者のところで、調理が

できない、個人的に今介護支援専門員と

してもやっているので、この調理ができ

ないというカテゴリーに関しては誰がチ

ェックするのか、どう決定されるのかと

いうのをお聞きしたいのが１点目でござ

います。 

 ２点目としては、報告事項４、千住本

町さんの委託が替わるということで、住

民の負担が大きく比重を占めてくるかな

と思うのですが、結構急ピッチだと思う

のですけれども、３職種はそろっている

のですかという質問でございます。 

 以上でございます。 

○清水調整係長 私、課の事業調整を担

当しております、調整係長の清水と申し

ます。ただいまご質問がありました中の

うち、配食の関係でございます。配食の

関係につきましては、配食事業者及び包

括、それと当区の窓口となるところとい

ろいろ相談をしておるところでございま

すが、どのような方を対象とするか、申

請書の中で生活状況を確認する、そうい

った要素を盛り込みをさせていただきま

して、その上で判断をしていけるような

ことを今検討してございます。その上で、

区のほうで認定された方には配食事業者、

それと対象の区民の方に通知をするとい

う上で利用いただけるように考えてござ

います。 

○坪井地域包括支援センター係長 もう

一点について、地域包括支援センター坪

井のほうからお答えいたします。千住本

町の引継ぎの件でございますが、３職種

はそろう予定でございます。意外とこの

時期は需要があるそうで、人材も豊富と

いうようなことを聞いております。 

 以上になります。 

○酒井会長 いかがですか。よろしいで

すか。 

○白井委員 ありがとうございます。 

○酒井会長 ほかいかがでしょうか。 

○山本委員 報告３の配食サービスにつ

いてのことです。今言われたように、基

準がはっきりしないのですけれども、買
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いに来る方も対象になってしまうのかど

うか。いわゆる配食だけなのか、申請し

て券を持っているから買いに行ったらそ

のまま買えてしまうのかというのもあり

得るような気がするので、それのところ

の区別はするのかしないのかをお聞きし

たいのと、あともう一つ、この事業が始

まってしまうと多くの方が何となくこれ

に参加したいと思って、１人の方が始め

るとみんな近くの方が始めていくような

イメージがあるのですけれども、これに

対しての上限があるのか、あと期限に関

しても１回始めてしまったらずっとやる

のかどうかとか、その辺のところまで考

えているのかどうかを教えてください。 

○清水調整係長 引き続きまして調整係

長の清水からお答えします。ただいまの

ようなことに関しましても、上限が必要

かどうか、回数を制限すべきかどうかと

いうことを含めて今関係者の方々と意見

聞きながら検討しております。様々な意

見が出されております。その中で、特に

これは配食事業者さんを予定しておりま

すので、買いに行くということではなく

て、配食をするということをまず念頭に

置いておりますので、配食事業者の方の

意見を十分に踏まえながら、利用される

方、それと配食事業者の方が分かりやす

い、そういったような仕組みを考えてい

きたいと思っております。 

 今ご質問いただいた点につきましても

検討している事項でございます。結論を

出してまいりたいと思っております。 

○酒井会長 いかがでしょうか。 

○賀川委員 医師会の賀川です。千住本

町の新しい包括の件でございますけれど

も、東京蒼生会の方々、たしか千住の東

側の日ノ出のところも見られているよう

で、佐野というところがございまして、

足立区の佐野のところは一番多くの方を

見られているような団体のように聞いて

おりますので、それはそれでいいことか

なとは思います。 

 ただし、やはり千住の従来の……包括

でいろいろお世話になっている方のため

に、足立区のために頑張っていただけれ

ばいいかなと思っております。ですから、

個人的には致し方ないところがあるかと

思いますけれども、ぜひよろしくお願い

しますということです。 

○大口副会長 大口です。先ほど廣島委

員から言われた報告２についてのところ

で、私もすごい着眼点として素晴らしい

なと思って、これは恐らく情報連絡２の

別紙の見開きのＡ３、これがいわゆる介

護予防事業、先ほどの議論のところにも、

またこちらの報告の２のところも関連す

るところで、見開きのところに体力測定

会とか、恐らく少なくとも屋外活動のパ

ークで筋トレ、このパークで筋トレが２

万４，０００人年間でいるというところ

が桁違いの、所管課はちょっといろいろ

整理があると。お伝えしたいこととして

は、まず体力測定会で測定して、そのデ

ータをこちらが収集して云々ということ

よりも、もともとの目的というのは本人

が測定をしてみて今こういう状況にある

のだということに気づいてもらう、知っ

てもらうというところがあるかと思いま

す。先ほど返答のほうであったように、

ぜひもともとのやり方、測定方法という

のはあると思うのですけれども、会話の

話もあったと思うのですが、要するに測

定方法のいわゆる標準があれば、また少

し会話だとか、やりやすさ、気づくとい

うところが目的だとするならば、全てを
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測定するという目的というよりも気づい

てもらうということのほうをやろうとし

て、何かこういったちょっとした体操の

場所、指導員さんがこういったことを少

しやれば気づくような方法という形みた

いな、気づきをいっぱい促していくよう

なパッケージみたいなものを部会などを

通じながら検討ができるといいのかなと

思いました。ありがとうございます。 

○河内介護予防・生活支援係長 大口先

生ありがとうございます。介護予防担当、

河内でございます。先生がおっしゃると

おり、体力測定会の事業につきましては、

本当に住民の方々に自分の状態を知って

もらうきっかけとして、知ってもらう機

会として実施しております。本当に参加

しやすさですとか、測定も簡単なもので

あって、区がやらなくても自分たちでで

きるよな、そういったものも多数あると

は思うのですけれども、そういったとこ

ろ、様々なエビデンスの下に区が実施し

ていくので、そういったところを踏まえ

て、それでも簡単に参加していただける

方法を今後も検討していきたいと思いま

すので、ぜひとも部会でご意見いただけ

ればと思いますので、よろしくお願いい

たします。ありがとうございます。 

○酒井会長 私から１点よろしいでしょ

うか。報告３なのですけれども、１食当

たりの助成額が３００円とありますが、

ご本人の負担が幾らぐらいになるものな

のかを知りたいのと、それから配食サー

ビスということで、この配送費は別立て

で事業者に支払われるのか、お弁当代に

もう配送費が含まれている中に３００円

の助成なのか、このあたりはいかがでし

ょうか。 

○清水調整係長 引き続き、調整係長の

清水からお答えさせていただきます。今

の金額の関係でございますが、基本的に

は各配食事業者様が配送込みで定価を設

定していると伺っておりますので、その

定価から３００円が引かれて、それを自

己負担いただくと考えてございます。配

食事業者の方々にはその３００円分を配

達した実績に伴って事業者様のほうにお

支払いをしていく、このような形を想定

しております。 

○酒井会長 現時点で、配送事業者さん

が幾らのお弁当を大体想定していて、３

００円引くと幾らになるというお話にな

っているのでしょうか。 

○清水調整係長 ちょうど今その辺は議

論しておりまして、現在区内の配食事業

者様が一つの事業者様でも複数のお弁当

の価格の商品を出しております。平均い

たしますと今現在６５０円前後かなと計

算しておりますが、ものによっては価格

が高い、おかずの量とか内容が異なって

いるという、幾つも複数のメニューがご

ざいますので、そこに対して３００円が

引かれるということになるのですが、定

価についてどうするかとか、あるいはこ

の事業用に新しいメニューをつくるかど

うかということも含めて今検討しており

ますが、平均的には６５０円、７００円

の間で収まり、３００円を引ける、この

ような形になればと考えております。 

○酒井会長 ありがとうございます。ほ

かいかがでしょう。 

○白川副会長 日本大学の白川です。立

て続けで申し訳ないのですが、報告３の

配食サービス、各地でやられている事業

ではあるのですが、やはり考え方が難し

いなというのを伺っていて思いまして、

例えば自分で調理ができませんとかとい
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う場合、今こういうのは民間のサービス

とかも結構あるわけではないですか。そ

れを使っている方も多分いらっしゃるの

ではないかと思うのです。そこの中であ

えて公的な事業として立てた上で助成も

やるということになったときに、要する

に民業に対してより安い価格で公的なサ

ービスが参入していくという形ですよね。

ちょっと審査の話もありましたけれども、

要件とかかなり慎重にやらないと、その

あたり変に区の事業が民間の事業を圧迫

しているみたいな感じになるとちょっと

まずいのかなという感じもしますので、

例えば安否確認とかも柱に入れるのであ

れば、例えば独居だから見守りが必要な

のだとか、何かそういう公的に必要性が

あるということを分かりやすく判断でき

るものを入れて、だから公的事業でやる

のです。あるいは所得が低いとか、何か

やはりお金を入れるところを考えていか

ないと、民業と公的事業との関係性とい

うところでちょっとこれは変な批判を浴

びかねないのかなというのをちょっと心

配したところです。 

 以上です。 

○清水調整係長 ありがとうございます。

私のほうから引き続いてお答えさせてい

ただきます。先生おっしゃるとおりのと

ころを気にかけております。公的な要素

ということであれば、見守りということ

も含めてどのような方を対象にしていく

か、それを今関わる方々と議論を進めて

いるところでございます。必ず民間の事

業者様を圧迫するということがないよう

に理由を明確にしていくというように考

えてございますので、今ちょうどこの数

箇月は関係する方々といろいろな意見を

出しますと、ただ今先生から頂いたよう

なご意見も当然出てきておりますので、

それらを十分踏まえてまいりたいと思っ

ております。 

○久松委員 ちょっと基本的なことをお

聞きしたいのですけれども、この配食の

事業はフレイル予防になるのか、介護予

防になるのかということを聞きたい。も

しつくれないというのなら見守りとは異

なります。山ノ内先生とも話はしたけど。

見守りなのではないかと。やはり今高齢

の方々が団地に住んでいらっしゃって、

スーパーに買物に行けない。そういう人

たちが団地から出ていって、そういうス

ーパーに行かれるような、軽トラか何か

で回ってきて、そこに行くというのだっ

たらそこへ歩いて行けますから、それは

フレイル予防であったりとか、介護予防

につながっていくのですけれども、配食

したからといってフレイル予防になるの

か、それから介護予防になるかというと

ころがちょっと、非常に基本的なことだ

と思うのですけれども、お聞きしたいな

と思いました。この文言で大丈夫でしょ

うか。 

○黒川高齢者栄養施策推進担当係長 高

齢者栄養施策推進担当、黒川です。先生

のおっしゃるとおり、対象者を考えます

とフレイル予防という観点はなかなか難

しいと今担当の中でも話をしているとこ

ろでございます。ただ、低栄養予防、食の

支援が届きにくい方にしっかりと食を提

供できる、少し補助をすることによって、

自己負担はありますが、提供することが

できるというのは、低栄養の予防につな

がるとは考えておりまして、その辺、い

ろいろ検討を進めながら対象のほう、ど

こに事業の重きを置いて対象をどこに絞

っていくのかなど、今検討させていただ
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いているところでございます。ありがと

うございます。 

○酒井会長 よろしいでしょうか。 

○大口副会長 大口です。報告３の配食

サービスの関係、昔から配食サービス関

係はあるようでございますが、今回は助

成ということでフォーカスされておりま

すが、今先生方がおっしゃるとおり、中

身の内容のところは確かにいろいろと議

論があるのではないかと思います。ただ、

今の今日のこの会議の中に出てきている

のに、いろいろと周知広報していくみた

いな要素というのも大事だという話から

すると、公的な形でやっていくようにす

るならば、事業者の方の手間になるかも

しれませんけれども、お弁当だけではな

くて、お弁当プラス何かをお届けするみ

たいな、それこそ先ほどのぱく増しでも

そうですし体操のやつでもいいですけれ

ども、お弁当を取り巻く紙とかもそうい

った広報的なものとか、足立区でやって

いてそういった公的な形でいろいろな予

防とかいろいろなこととかをお知らせす

るみたいな、こういうイベントがありま

すとか、何かそういった周知方法的なこ

との意味合いも含めた形で、食だけでは

なくて情報も伝えるみたいな意味合いも

含めて重ね合わせて、せっかく届けられ

るもの、手元の前に見えるものだったり

するので、大体関心を持って開こうとし

て見るものは見ると思うので、そういっ

た小さな工夫も事業者の方とできたりす

ると、いろいろな形での私たちが伺って

いることを伝えていきたいという気持ち

がこういったことを通じながらできるの

ではないかなと思いました。ご検討いた

だければと思います。 

○清水調整係長 今委員がおっしゃって

いただいた点は十分に考えている点です。

そういう場面を通じて、今日も議論いた

だいていますような介護予防の教室であ

るとか、活動とか、可能な人はそういう

ところの案内をお見せしておくという必

要はあるかなと思っていますので、何を

どう情報提供していくか、一番効果があ

るかも含めて考えてまいりたいと思って

おります。 

○中村委員 友愛クラブの中村です。助

成してくれるのはいいのだけれども、本

当は自分でやったほうがいいのではない

ですか。認知症予防、フレイル予防にも

なるし、私ずっとご飯炊いて味噌汁つく

っておかずやってきたのだけれども、さ

すがに後期高齢者となると、ときどきか

ったるくなるから、電子レンジがあるわ

けですよ。皆さん電子レンジ持っている

と思うのです。そのレシピをどんどん配

って、やってもらうようにしたほうがい

いのではないかなという気はしているの

です。モデルになっちゃった以上、勝手

にあれするわけに行かないから一生懸命

やっているのだけれども、ときどき会議

や何かで遅くなるとやはりつい寄って行

ってしまうとか、そういうふうになって

しまうのだけれども、電子レンジという

便利なものがあるのだから、これを大い

に使って、大体男だと思うのです。独り

者の。コンビニか何かで買って帰ってし

まうというのは。だから、やはり電子レ

ンジを大いに使いなさいというあれを衛

生部でもどこでもいいですからパンフレ

ットにレシピをばーっと書いて配ったほ

うがいいと思います。私は昨日障害者施

設のセンター長さんがみんなでつくった

ジャガイモだから持ってきましたとくれ

たのです。そうしたら、しようがないか
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らインターネットでジャガイモレシピと

いうのを出して、プリントして、その中

で一番易しいやつをやろう努力している

のですけれども、本当に外部に頼んでし

まうとやはり自分でやらなくなるとよく

ないのではないかなというような個人的

な考えを持っているのですけれども。 

 以上です。 

○和田委員 柔道整復師会の和田と申し

ます。僕、介護保険が始まったときにケ

アマネをやっていまして、当時全然夫婦

そろってお買物にも行けない、そういう

方もいるので、配食サービスがあればと

思っていました。今、毎年１回配食サー

ビスの一覧が出ていますよね。足立区で

は。多分その業者を使うということなの

かなと思って考えていたのですけれども、

そのとき介護保険始まって、足立区だけ

かもしれないけれども、配食の助成金が

一切なかったから、よその区は始めから

３００円とかあった。何で足立区はない

のとよく言われて、金がないからではな

いのかという話はしていたけれども、今

回このサービスが始まるのを僕はすごく

いいことだと思うので、あとケアマネ研

修会のときに配食サービスの事業者を呼

んで試食会をやったのです。冷凍で糖尿

病食とか、チンして食べられるものも選

択できるので、僕はこのサービスはすご

くいいと思います。できれば進めてほし

いと思います。 

 ただ、全員が全員使うのではなくて。 

○中村委員 いや、配食に反対している

わけではないですよ。 

○和田委員 僕もできる人はどんどん行

ってもらいたいのです。ただ、行けない

人もいるので、そういう人にはぜひ配食

を使っていただきたいなという。個人的

に。 

○酒井会長 ありがとうございます。配

食サービスに関しては非常にご意見が出

て、目的、効果、それから事業者、民業に

与える影響とか、様々検討して進めてい

かなければいけないということが出てき

たなと思います。そういった点で、この

配食サービスの事業については十分注意

して構築して進めていっていただければ

と思います。 

 それでは、情報連絡事項含めて最後に

ご意見等がございましたらお伺いしたい

と思います。今までの全体含めてで結構

です。 

○山ノ内委員 山ノ内です。今年度は三

つの部会、運協、認知、はつらつという構

成で取り組むということになっておりま

すけれども、恐らく地域包括ケアも推進

していくためには住まいという問題であ

るとか、それから今日も出ましたけれど

も、医療介護連携推進事業とか、そうい

うことにも取り組む必要があろうかと思

うのですが、このような三つの部会に当

てはまらないような内容はどこで扱われ

るようになるのでしょうか。 

○神家満高齢計画調整担当係長 ご質問

ありがとうございます。高齢計画調整担

当の神家満がお答えいたします。今回は、

地域包括ケアシステム推進会議にはこの

三つの部会を設定させていただきました

が、昨年度までは住まいの部会及び医療

介護の部会がございました。ただ、昨今

足立区庁内に住まいの分野ですとか医療

介護の分野、様々な会議体が立ち上がっ

てきております。この地域包括ケアシス

テム推進会議の委員の皆様の中でも、そ

ういった庁内の他の会議体にご出席を頂

いてご意見を頂いているところでござい
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ます。同じようなテーマで会議体を幾つ

も設けるのは委員の皆様のご負担にもな

りますので、他の会議体がある場合には

そちらの会議体でご意見をいただきなが

ら、その検討結果等の情報はこの地域包

括ケアシステム推進会議、次回は３月を

予定しておりますが、その場でフィード

バックをさせていただき、今日のような

ご意見を頂きたいと考えております。 

○酒井会長 よろしいですか。それでは、

本日活発なご意見等を頂けたと思います。 

 それでは、進行については事務局のほ

うにお返ししたいと思います。 

○神家満高齢計画調整担当係長 酒井会

長、ありがとうございました。委員の皆

様におかれましても、長時間にわたり

様々なご意見、ご質問を頂きまして、誠

にありがとうございます。以上で本日の

会議は終了となります。 

 委員の皆様にこの後事務連絡がござい

ます。次回の地域包括ケアシステム推進

会議でございますが、令和７年３月１３

日の開催を予定しております。また、各

部会の開催案内につきましては後日改め

てご案内をさせていただきますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 最後に、区から謝礼をお支払いする委

員の方で書類がまだお手元にある方はお

帰りの際に事務局へご提出ください。 

 それでは、これにて令和６年度第１回

足立区地域包括ケアシステム推進会議を

終了とさせていただきます。本日はあり

がとうございました。 

 


